
令和７年度暫定再任用制度（既退職者向け）の御案内 

 

１ 暫定再任用制度について 

  地方公務員法の改正により、令和５年４月１日より、再任用制度について

は、定年の段階的引き上げ期間中、引き続き、これまでと同様の勤務条件

で、暫定再任用制度として運用されています。 

 

２ 令和７年度暫定再任用の対象となる方  

（１）令和５年３月３１日までに退職した場合 

  令和７年４月１日時点において旧定年条例による定年年齢に達し、かつ 

 ６５歳未満であり、次の①、②のいずれかの要件を満たす者 

 ①定年退職者（勤続年数不問） 

 ②定年退職日以前に退職した者のうち、次に掲げるいずれかの者 

  ア２５年以上勤続して退職した者であって、暫定再任用の任期の初日現 

   在、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までにある者 

  イ上記①に該当する者として暫定再任用されたことがある者 

 

（２）令和５年４月１日以降に退職した場合 

  令和７年４月１日時点において条例で定める定年年齢に達し、かつ６５歳

未満であり、次の①～③のいずれかの要件を満たす者 

 ①定年退職者（勤続年数不問） 

 ②定年前再任用短時間勤務の任期が満了したことにより退職した者 

 ③２５年以上勤続して定年退職日以前に退職した者であって、暫定再任用の

任期の初日現在、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日まで

にある者 

 

 【対象外となる事例】 

  ○事例１ 勤続年数が２４年だった者が、令和６年３月３１日に定年前の 

       ６０歳で退職し、定年前再任用短時間勤務としても勤務せず、 

       ６２歳になる年度に暫定再任用を希望した場合 

       →２５年以上勤続していないため対象外 

  ○事例２ 勤続年数が２５年以上だった者が、令和６年３月３１日に定年 

       前の５８歳で退職し、６４歳になる年度に暫定再任用を希望し 

       た場合 

       →退職の日から５年と１日を経過しているため対象外 



 ＜参考＞令和５年度末年齢(R6.3.31 現在の年齢)による暫定再任用対象期間 

  ・「２ 令和７年度暫定再任用の対象となる方」の（１）、（２）のうち、   

   いずれかの要件を満たす必要があります。 

  ・令和５年度末に５９歳の者は、令和９年度以降に対象となります。 

 

３ 任期 

  １年を超えない範囲内。また、１年を超えない範囲内で更新が可能。 

  ※ただし、６５歳になる年度末まで 

 

４ 令和７年度「暫定再任用制度説明資料」の請求について 

  毎年、６月末頃に次年度の暫定再任用に係る説明資料を作成しています。 

 暫定再任用を希望する場合は、「５ 請求方法」に沿って資料を請求してく

ださい。（退職時所属及び市町村教育委員会への問合せは御遠慮くださ

い。） 

  その後、教職員採用課から資料をメールで送付いたしますので、関係書類

を８月末日までに提出してください。 

  お申し込みいただいた方を対象として、選考を実施します。 

 

 



５ 請求方法 

 （１）請求先メールアドレス 

 （２）メール内容 

  〔件名〕「令和７年度暫定再任用説明資料の請求について」 

  〔内容〕以下の内容をメール本文に入力してください。 

      ① 氏名 

      ② 郵便番号 

      ③ 現住所 

      ④ 電話番号（最も連絡を取りやすいもの） 

      ⑤ メールアドレス（最も連絡を取りやすいもの） 

      ⑥ 定年退職時の勤務校 

      ⑦ 定年退職時の職名 

      ⑧ 定年退職年月日 

      ⑨ 生年月日 

  

 （３）請求期間 

    令和６年６月１日～６月末日 

 

 （４）その他 

    送信ミスや確認漏れを防ぐため、メール送信後、担当まで必ずお電話

にて連絡してください。 

 

    〔連絡先〕 埼玉県教育局 市町村支援部 教職員採用課 採用試験担当 

          電話：０４８－８３０－６７９５ 

 

 

６ 注意事項 

  本案内記載の事項は、令和６年３月１日現在の法令等に基づくものです。

今後、変更となる場合がありますので御承知おきください。 

 


